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１ 計画の策定趣旨、位置付け 

 

（１）計画の策定趣旨 

２０１３（平成２５）年１２月に「強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減

災等に資する国土強靱化基本法（以下「基本法」という。）」が公布・施行され、２０１４（平

成２６）年６月には、基本法に基づき「国土強靱化基本計画（以下「基本計画」という。）」

が策定された。 

昨年、２０２３（令和５）年６月に基本法が改正されたことに伴い、同年７月に基本計画

が見直された。 

本市では、２０２０（令和２）年３月に基本法の第１３条に基づき「国土強靱化地域計画

（以下「地域計画」という。）」を策定した。 

今回の基本法の改正及び基本計画の見直しを受けて、現在進めている防災・減災対策の取

り組みを念頭に置き、国・県や近隣市町など関係者相互の連携のもと、地域の強靱化に関す

る施策を総合的かつ計画的に推進を図るための指針として地域計画を策定する。 

 

（２）計画の位置付け 

 本地域計画は、鈴鹿市における地域の強靱化に関し、本市の総合計画や地域防災計画の関

連計画と整合・調和を図りつつ策定するものであり、様々な分野の計画と連携を図り、中長

期的な観点に立って一体的に推進する計画である。 

＜地域計画と関連計画の関係＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域計画は、あらゆる自然災害（リスク）に備えるため、起きてはならない最悪の事態

（リスクシナリオ）を明らかにし、それらを回避するため事前に取り組むべき具体的施策

を定めるものである 

国土強靱化基本計画 

三重県国土強靱化地域計画 

整合・調和 

○鈴鹿市総合計画２０３１ 

○鈴鹿市地域防災計画 

 

整合・調和 鈴鹿市国土強靱化地域計画 

整合・調和 
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一方、地域防災計画では、自然災害ごとの対策や対応について、発災前・発災時・発災

後において、実施すべきことを定めることを基本としている。 

地域計画と地域防災計画との比較及び関係を以下に示す。 

 

＜地域計画と地域防災計画との比較＞ 

項目 国土強靱化地域計画 地域防災計画 

計画の前提 
起きてはならない最悪の事態 

（リスクシナリオ） 

自然災害ごとの被害想定 

計画内容 脆弱性評価、事前に取り組む施策 事前の取り組み、事後の対応策 

 

＜地域計画と地域防災計画との関係＞ 

 

  

 

           

 

                

 

 

 

（３）計画の基本目標と考え方 

基本法では、基本方針（第８条）に基づき、国土強靱化を推進するものとしており、基本

計画においては、地域を強靱化する上での目標の明確化を「基本目標」として定めている。 

本地域計画においても、この「基本目標」に基づき、国土強靱化の推進に関して、長期的

な観点を展望しつつ、中期的な視野の下で施策の推進方針や方向性を明らかにし、今後の基

本法の改正、基本計画の見直し、鈴鹿市総合計画などと整合・調和を図り、必要に応じて策

定・改定を行うこととする。 

 

◆基本計画で定められている４つの基本目標 

Ⅰ 人命の保護が最大限図られること 

Ⅱ 国家及び社会の重要な機能が致命的な障害を受けず維持されること 

Ⅲ 国民の財産及び公共施設に係る被害の最小化 

Ⅳ 迅速な復旧復興 

国土強靱化地域計画              地域防災計画 

災害復旧・復興対策 

災害応急対策 

災害予防・減災対策 
リスク（被害）想定 

災害予防 

国土利用・経済社会

システムの脆弱性

に対する整備・強化 
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２ 本市の地域特性等 

 

（１）本市の地域特性 

 ◆地勢 

本市は、三重県の北部に位置し、東は伊勢湾に面し、西は鈴鹿山脈で滋賀県に接するほ

か亀山市と接し、北は四日市市に、また、南は津市の３市に接している。 

地形は、市の西部を南北に海抜３００ｍから９００ｍの鈴鹿山脈が走り、その山ろくか

ら鈴鹿川左岸に至る地域は、海抜３０ｍから３００ｍの内部川開析扇状地が広がってお

り、鈴鹿川右岸から海岸にかけては海抜０ｍから１０ｍの鈴鹿川流域の沖積平野と海岸

線の後退によって生じた、海岸平野が形成されている。 

市の中南部は、洪積層である稲生丘陵、道伯台地、神戸台地及び郡山台地が海抜１０ｍか

ら８０ｍで分布し、その間を中ノ川が沖積平野を形成している。 

市の概形は、東西２２．６㎞、南北２１．９㎞の扇形に近い形で、面積１９４．４６㎢を

有している。 

  

◆気候 

本市は、伊勢平野の中心より、やや北寄りに位置し、年平均気温１６．１℃、年間降雨

量約１，６０６㎜（津観測所、１９８１（昭和５６）年～２０２３（令和５）年平均）と

いう恵まれた気候である。 

しかし、冬は養老山地と伊吹山の間を抜けてくる強風（俗に「鈴鹿おろし」という。）

のために寒く、市の北西部では比較的降雪量も多く、まれには海岸部まで積雪が見られる

ことがある。 

年間を通しての風向きは、亀山市寄りの西部地域では西風が、平野部では北西風が多い。 

台風は、年に２回から４回は接近、又は上陸するが、最も注意をはらわなければならな

いのが台風進路の右側となる紀伊半島上陸コースである。 
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◆災害の歴史 

本市における過去の主な地震と被害 

発生年 地域（地震名） 規 模 被害の内容（鈴鹿市の震度） 

1498年 
東海道全般 

（明応地震） 

8.2～

8.4M 

伊勢志摩で津波による被害大。 

本市の被害不明。 

1605年 
東海・南海・西海諸道

（慶長地震） 
7.9M 

伊勢で津波による被害大。 

本市の被害不明。 

1707年 
五畿七道 

（宝永地震） 
8.4M 

津、四日市で各 500戸以上の家屋被害が発生。 

熊野で津波による被害大。 

本市の被害不明。（震度６） 

1819年 

伊勢・美濃・近江（伊

勢・美濃・近江の地

震） 

7.1～ 

7.4M 
神戸では櫓の、壁落ち、塀等の破損。（震度５） 

1854年 

伊賀・伊勢・大和及び

隣国 

（安政地震） 

7.1～ 

7.4M 

鈴鹿川の土堤に裂け目、沈下の被害。勢洲神戸で

潰家 180戸、半壊 140戸、死者 46人。（震度５） 

1854年 
東海・東山・南東諸道

（安政東海地震） 
8.4M 

伊勢志摩で津波の被害大。北は長島町から南は二

見町にわたって海岸低地に沿って被害。 

本市の被害不明。（震度６） 

1891年 
愛知県・岐阜県 

（濃尾地震） 
8.4M 

県内で 1,300戸の家屋被害。 

本市の被害不明。（震度６） 

1899年 
奈良・三重・和歌山県 

（紀伊大和地震） 
7.0M 

木ノ本、尾鷲に被害大。白子、神戸に被害の記録

があるが内容は不明。（震度４） 

1944年 

三重・愛知・岐阜・静

岡・和歌山・奈良 

（東南海地震） 

7.9M 

三重・愛知・岐阜・静岡に被害大。 

本市に死者４名、全壊家屋 26 戸、半壊家屋 111

戸、津波の高さ１ｍ程度。（震度５） 

1945年 
愛知県南部 

（三河地震） 
6.8M 本市の被害不明（震度４～５） 

1946年 
中部・中国・四国・ 

九州（南海地震） 
8.0M 

伊勢・松阪・津に被害集中。 

本市の被害不明。（震度４） 

1995年 

兵庫県・大阪府・京都

府 

（兵庫県南部地震

(阪神・淡路大震災)） 

7.2M 本市の被害なし。（震度４） 

2004年 
三重 

（紀伊半島沖地震） 
7.1M 本市の被害なし。（震度４） 
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発生年 地域（地震名） 規 模 被害の内容（鈴鹿市の震度） 

2007年 
三重（三重県中部を

震源とする地震） 
5.4M 

重傷 1名、軽傷 6名、家屋被害（住家）7棟（一

部損壊）、公共施設 7件（一部損壊）、ブロック塀

2箇所、停電 4,300戸 

市内の広範囲でにごり水。（震度５弱） 

2011年 

東北地方から関東地

方 

（平成 23 年 (2011

年)東北地方太平洋

沖地震(東日本大震

災)） 

9.0M 

県内で軽傷 1 名、床上浸水 2 棟、非住家被害 9

棟。四日市港に津波最大波 0.5ｍ。 

本市の被害なし。（震度３） 

※「鈴鹿市地域防災計画」より 

 

発生年 地域（地震名） 規 模 被害の内容（鈴鹿市の震度） 

2024年 

石川県能登地方 

（令和 6 年能登半島

地震） 

7.6M 
県内の被害なし 

本市の被害なし。（震度３） 

 ※2013年以降、鈴鹿市で震度３以上を観測し、マグニチュード７以上の地震 

（気象庁震度データベース検索より） 

 

本市における過去の主な風水害と被害 

被災年 風水害 
人的被害（人） 建物被害（戸） 被害総額 

（千円） 死者 重傷者 流出 半壊 床上浸水 

1971年 

台風第 13号     27 25,380 

台風第 23号 1  1 1 86 905,703 

台風第 29号   1 9 128 370,276 

1972年 

集中豪雨（6 月）     10 15,684 

集中豪雨（7 月）     10 13,205 

集中豪雨（9 月）     1 48,812 

集中豪雨（9 月）     6 528 

台風第 20号    21 47 699,730 

1974年 

集中豪雨（6 月）     1 20,060 

集中豪雨（6 月）     1 4,013 

集中豪雨（7 月）     2 90,559 

集中豪雨（7 月） 1  3 7 1,634 6,331,980 
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被災年 風水害 
人的被害（人） 建物被害（戸） 被害総額 

（千円） 死者 死者 流出 半壊 床上浸水 

1976年 台風第 17号・前線    1 4 710,171 

1979年 
台風第 16号  1  3  225,765 

台風第 20号  1    1,015,222 

1982年 
台風第 10号・前線     100 275,050 

集中豪雨（8 月）     38 600 

1988年 集中豪雨（7 月）     25 250,800 

1989年 
集中豪雨（9 月）     1 10,700 

集中豪雨（9 月）     1 92,500 

1990年 
台風第 19号   2 2  51,040 

台風第 28号     1 80,826 

1994年 台風第 26号    2 1 221,440 

1995年 大雪（12月）      1,612,650 

1997年 集中豪雨（9 月）     72 158,100 

1998年 台風第 7号  3  7  413,600 

2000年 
集中豪雨（9 月）     2 21,059 

集中豪雨（9 月）      6,000 

2003年 台風第 10号      2,996 

2004年 
台風第 6号      6,866 

台風第 21号     33 85,530 

2005年 台風第 14号      3,200 

2009年 台風第 18号      ― 

2012年 台風第 17号 1    30 ― 

2014年 

台風第 11号      32,800 

台風第 18号      2,200 

台風第 19号      3,928 

 ※「鈴鹿市地域防災計画 資料編」より 
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（２）本市の人口動向 

本市の人口は、住民基本台帳によると２００９（平成２１）年の２０５，１９７人をピ

ークに減少しており、２０２３（令和５）年１２月末時点で１９５，５８９人となってい

る。鈴鹿市人口ビジョン（令和２年３月改定版）では、２０４５（令和２７）年には総人

口が１７１，９３９人となり、１９９０（平成２）年当時の人口水準まで減少する見込み

である。 

また、年齢３区分別の人口動態をみると、年少人口（０～１４歳）は２０２３（令和

５）年の２３，５７０人から２０４５（令和２７）年には１７，０６５人（６，５０５人

減）、生産年齢人口（１５～６４歳）は２０２３（令和５）年の１２１，２９８人から２

０４５（令和２７）年には９０，１４３人（３１，１５５人減）、老年人口（６５歳以

上）は２０２３年（令和５）の５０，７２１人から２０４５（令和２７）年には６４，７

３１人（１４，０１０人増）の見込みとなり、少子高齢化の影響が本格的に現れると予測

されている。 
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（３）本市の社会資本の老朽化 

 学校や公民館、スポーツ施設など、本市の公共建築物は、昭和４０年代から昭和６０年代

初めにおいて、多くの施設が整備されている。 

老朽化の状況については、公共建築物の約４割が築年数４０年以上を経過しており、計画

的に改修を進める必要がある。 

 また、道路や橋りょう、上下水道、公園などのインフラについても同様であり、老朽化対

策のための費用が必要となってくる。 

 厳しい財政状況の中で、市民生活に必要な行政サービスを維持しながら、公共施設等の適

切な維持保全を行い、計画的に施設の長寿命化を推進し、機能向上を図っていくためには、

総量抑制の取組みが必要となってくる。 
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３ 被害想定 

 

（１） 地震の被害想定 

 大規模な「揺れ」「液状化」などにより、本市に被害を及ぼす地震は、過去の記録からみ

ると内陸を震源とするもの（直下型地震）とプレートの境界面で発生する地震がある。 

 そこで、２０１４（平成２６）年３月に発表された「三重県地震被害想定調査」をもとに、

本市に大きな被害をもたらすであろうと想定される、養老－桑名－四日市断層帯等の陸域

の活断層を震源とする地震（内陸直下型地震）と、歴史的に、概ね１００年から１５０年間

隔でこの地域で繰り返し発生している「過去最大クラス」の南海トラフ地震が発生した場合

を想定する。 

 なお、発生の確率が極めて低いものの、科学的根拠に基づき考えられる「理論上最大クラ

ス」の南海トラフ地震の考え方は、津波避難の目標として扱うものとする。 

 

◆陸域の活断層を震源とする地震（内陸直下型地震） 

内陸直下型地震 震度予測分布図（出典：三重県地震被害想定調査） 

・養老－桑名－四日市断層帯 

・震源域：三重県北勢地域 

・本市の震度：震度７ 

・津波：津波のおそれなし 

 

・布引山地東縁断層帯（東部） 

 ・震源域：三重県北勢地域 

～中勢地域 

 ・本市の震度：震度７ 

・津波：津波のおそれなし 

 

・頓宮断層 

 ・震源域：滋賀県南部 

      ～伊賀地域 

 ・本市の震度：震度５強 

 ・津波：津波のおそれなし 

 

※活断層の詳細について(参照)→「三重の活断層」(三重県のウェブサイトへ)(外部リンク) 

※液状化の状況について(参照)→「液状化危険度予測図」(三重県のウェブサイトへ)(外部リンク) 

https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/cdis-dir/mie/bosaimie/htdocs/pdf/MHc00/miekatsudansou.pdf
http://www.pref.mie.lg.jp/D1BOUSAI/84543007860.htm
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人的被害                        出典：三重県地震被害想定調査 

人的被害（人） 

養老－桑名－四日市断層帯 死傷者数 

建物倒壊によるもの 
火災に 

よるもの  
うち屋内収容物移動・転倒、

屋内落下物 

死者数 合計約 900 900 60 20 

重傷者数 合計約 1,500 1,500 200 ― 

軽傷者数 合計約 4,600 4,600 900 10 

人的被害（人） 

布引山地東縁断層帯（東部） 死傷者数 

建物倒壊によるもの 
火災に 

よるもの  
うち屋内収容物移動・転倒、

屋内落下物 

死者数 合計約 900 900 60 20 

重傷者数 合計約 1,500 1,500 200 ― 

軽傷者数 合計約 4,400 4,400 900        10 

人的被害（人） 

頓宮断層 死傷者数 

建物倒壊によるもの 
火災に 

よるもの  
うち屋内収容物移動・転倒、

屋内落下物 

死者数 ― ― ― ― 

重傷者数 ― ― ― ― 

軽傷者数 合計約 50 50 40 ― 

※冬・深夜発災時 

 

建物被害                        出典：三重県地震被害想定調査 

建物被害（棟） 
養老－桑名－四日市断層帯 全壊・焼失棟数 

揺れ 液状化 急傾斜地 火災 

合計 約 16,000 16,000 100 10 600 

建物被害（棟）       
布引山地東縁断層帯（東部） 全壊・焼失棟数 

揺れ 液状化 急傾斜地 火災 

合計 約 16,000 15,000 100 10 600 

 建物被害（棟）     
頓宮断層 全壊・焼失棟数 

揺れ 液状化 急傾斜地 火災 

合計 約 80 10 60 ― ― 

※冬・夕方発災時 
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◆プレート境界（海溝）型地震 

・過去最大クラスの南海トラフ地震（東海・東南海・南海地震３連動） 

・震源域：南海トラフ周辺 

・本市の震度：震度６強 

・津波：約６７分後に２０ｃｍ津波到達（最大波 T.P.上３．０ｍ） 

※ T.P.（Tokyo Peil）＝東京湾平均海面水位 

  

  ・東海地震（Ｍ８．０） 

   ・震源域：駿河湾及びその南方沖（平成１３年中央防災会議モデル） 

   ・本市の震度：震度５弱 

 

過去最大クラスの南海トラフ地震の震度予測分布図（出典：三重県地震被害想定調査） 

 

人的被害                      出典：三重県地震被害想定調査 

人的被害（人） 

南海トラフ地震（過去最大クラス） 死傷者数 

建物倒壊によるもの 津波によるもの 

火災 
 

うち屋内収容物移動 

・転倒、屋内落下物 
 

うち津波からの 

逃げ遅れ 

死者数 合計約 200 20 ― 100 100 ― 

重傷者 合計約 60 40 20 10 ― ― 

軽傷者 合計約 700 700 90 30 ― ― 

※ 津波からの早期避難率が低い場合、冬・深夜発災時 
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建物被害                      出典：三重県地震被害想定調査 

建物被害（棟） 
南海トラフ地震（過去最大クラス） 全壊・焼失棟数 

揺れ 液状化 津波 火災 

合計 約 700 400 100 100 20 

※ 冬・夕方発災時 

 

ライフライン（上水道断水人口及び断水率）     出典：三重県地震被害想定調査 

給水 

人口 

断水率（％） 断水人口（人） 

直後 1日後 1週間後 1ヵ月後 直後 1日後 1週間後 1ヵ月後 

202,000 100 97 64 0 201,000 197,000 130,000 ― 

 

ライフライン（下水道機能支障人口）        出典：三重県地震被害想定調査 

処理 

人口 

機能支障率（％） 機能支障人口（人） 

直後 1日後 1週間後 1ヵ月後 直後 1日後 1週間後 1ヵ月後 

95,000 4 81 0 0 4,000 77,000 200 ― 

 

ライフライン（停電率及び停電件数）        出典：三重県地震被害想定調査 

需要家数 
停電率（％） 停電件数（軒） 

直後 1日後 1週間後 直後 1日後 1週間後 

114,000 89 80 0 101,000 92,000 100 

 

ライフライン（固定電話の不通回線率・不通回線数） 出典：三重県地震被害想定調査 

回線数 
不通回線率（％） 不通回線数 

直後 1 日後 1週間後 1ヵ月後 直後 1日後 1週間後 1ヵ月後 

39,000 89 81 1 1 35,000 31,000 400 400 

 

ライフライン（携帯電話の停波基地局率）      出典：三重県地震被害想定調査 

停波基地局率（％） 

直後 1日後 1週間後 

1 81 1 

 

ライフライン（都市ガスの停止率・復旧対象戸数）  出典：三重県地震被害想定調査 

需要 

家数 

供給停止率（％） 復旧対象戸数 

直後 1日後 1週間後 1ヵ月後 直後 1日後 1週間後 1ヵ月後 

4,800 ― ― ― ― ― ― ― ― 
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災害廃棄物（瓦礫）                出典：三重県地震被害想定調査 

災害廃棄物等発生量（千トン） 災害廃棄物等発生量（千㎥） 

災害廃棄物 津波堆積物 計 災害廃棄物 津波堆積物 計 

60 200～400 200～400 50 200～300 200～300 

 

一般廃棄物（生活ごみ）〔トン/月〕         出典：三重県地震被害想定調査 

発災～3ヵ月後 3ヶ月後～半年 半年～1年後 発災後 1 年間 計 

家庭 

ごみ 

粗大 

ごみ 

家庭 

ごみ 

粗大 

ごみ 

家庭 

ごみ 

粗大 

ごみ 

家庭 

ごみ 

粗大 

ごみ 
計 

4,800 1,800 4,700 800 4,700 600 57,000 12,000 69,000 

 

避難者数（冬夕発災）               出典：三重県地震被害想定調査 

1日後 1週間後 1ヵ月後 

避難者数 避難者数 避難者数 

 避難所 避難所外  避難所 避難所外  避難所 避難所外 

18,000 12,000 6,300 35,000 19,000 17,000 3,900 1,200 2,700 

※ 帰宅困難者数は最大約 13,000人 

 

給水不足量                                        出典：三重県地震被害想定調査 

給水不足量（トン） 

本市のみで対応した場合 余剰量の半分を拠出した場合 

1～3日目の計 4～7日目の計 1～3日目の計 4～7日目の計 

769 11,594 768 11,594 

 

食料不足量                                        出典：三重県地震被害想定調査 

食料不足量（食） 

本市のみで対応した場合 余剰量の半分を拠出した場合 

1～3日目の計 4～7日目の計 1～3日目の計 4～7日目の計 

103,967 222,625 102,176 222,625 
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鈴鹿市津波ハザードマップ（南海トラフ地震（理論上最大クラス）を想定） 

 

 

  

四日市市 

鈴鹿市 

津市 

鈴鹿市 
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（２） 風水害の被害想定 

本市に被害を及ぼす主な河川として、一級河川及び洪水予報河川である「鈴鹿川」、二級

河川及び水位周知河川である「安楽川」、「中ノ川」、「堀切川」、「椋川」がある。 

これら５つの河川については、河川管理者である国土交通省や三重県において、計画規模

の降雨（河川整備において基本となる降雨）と想定最大規模の降雨を想定した洪水浸水想定

区域図が作成・公表されている。 

また、２０２０（令和２）年８月に三重県が、伊勢湾沿岸を高潮に係る水位周知海岸に指

定し、想定し得る最大規模の高潮による氾濫が海岸や河川から発生した場合に想定される

浸水の危険性を図示した、伊勢湾沿岸［三重県区間］高潮浸水想定区域図を作成し、２０２

３（令和５）年３月に水防法の規定に基づき、伊勢湾沿岸[三重県区間]の高潮浸水想定区域

を指定している。 

高潮浸水シミュレーションの結果、本市の浸水が想定される面積は２７．３ｋｍ２となっ

ている。 

このほか、本市では土砂災害のおそれがある区域として、２４３箇所の土砂災害警戒区域

が指定されている。 

（急傾斜地の崩壊：２０９箇所、土石流：３３箇所、地すべり：１箇所） 
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鈴鹿川・鈴鹿川派川洪水浸水想定区域図（想定最大規模の降雨） 

 

鈴鹿市 

四日市市 

亀山市 

出典：国土交通省中部地方整備局三重河川国道事務所（平成２８年５月作成） 

安楽川洪水浸水想定区域図（想定最大規模の降雨） 

 

出典：国土交通省中部地方整備局三重河川国道事務所（平成２８年５月作成） 

亀山市 鈴鹿市 
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亀山市 

鈴鹿市 

中ノ川洪水浸水想定区域図（想定最大規模の降雨） 

津市 

出典：三重県（令和元年５月作成） 

堀切川・釜屋川 

洪水浸水想定区域図 

（想定最大規模の降雨） 

椋川洪水浸水想定区域図（想定最大規模の降雨） 

鈴鹿市 

出典：三重県（令和元年５月作成） 

出典：三重県（令和元年５月作成） 鈴鹿市 

亀山市 
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伊勢湾沿岸（三重県区間）高潮浸水想定区域図（浸水区域及び浸水深） 

 

  

鈴鹿市 

津市 

四日市市 

出典：三重県（令和２年８月作成） 
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４ 脆弱性評価 

 

（１）脆弱性評価の考え方 

 大規模自然災害等に対する脆弱性の評価は、本地域計画に関する施策を推進する上での

必要不可欠なプロセス（基本法第９条第５項）である。 

 脆弱性評価に当たっては、国が実施した評価方法を参考に、以下の枠組みにより実施する。 

 

【脆弱性評価を通じた施策検討の流れ】 

 

想定するリスクの設定 

↓ 

リスクシナリオ 

「起きてはならない最悪の事態」の設定 

↓ 

【脆弱性評価】 

事態回避に向けた現行施策の対応力について分析・評価 

↓ 

取り組むべき推進方針の策定 

 

 

（２）脆弱性評価において想定するリスク 

 本地域計画における想定するリスクは、基本計画と同様、大規模自然災害を対象とし、

「３ 被害想定」に掲げる自然災害等、市内で発生するおそれがある全ての大規模自然災

害を想定するものとするが、特に、本市において発生が予測されている地震のうち、最も

発生率が高く、地震が発生した場合、甚大な被害を及ぼすおそれがあるとされている南海

トラフ地震によるリスクを中心に、気候変動の影響による集中豪雨なども含めたリスク設

定とする。 

なお、本地域計画においては、原子力事故やテロ等、自然災害以外のリスクは対象外と

する。 
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（３） リスクシナリオ「起きてはならない最悪の事態」・施策分野の設定 

◆リスクシナリオ「起きてはならない最悪の事態」の設定 

 基本計画で設定されている６つの「事前に備えるべき目標」と３５の「起きてはならな

い最悪の事態（リスクシナリオ）」に基づき、本市においても、上位の基本法及び基本計

画の変更に対応しやすい同じフレームとする。また、本市に合ったシナリオに一部修正を

加え、該当の有無を表示させる設定とする。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

●３５の「起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）」の設定 

●「基本目標」の設定 

いかなる大規模自然災害が発生したときでも 

Ⅰ．市民の生命の保護が最大限図られること 

Ⅱ．本市及び地域社会の重要な機能が致命的な障害を受けず維持されること 

Ⅲ．市民の財産及び公共施設に係る被害の最小化が図られること 

Ⅳ．本市の迅速な復旧復興を可能にすること 

●６つの「事前に備えるべき目標」の設定 

１ あらゆる自然災害に対し、直接死を最大限に防ぐ 

２ 救助・救急､医療活動が迅速に行われるとともに、被災者等の健康・避難生活

環境を確実に確保することにより、関連死を最大限防ぐ 

３ 必要不可欠な行政機能を確保する 

４ 経済活動を機能不全に陥らせない 

５ 情報通信サービス、電力等ライフライン、燃料供給関連施設、交通ネットワ

ーク等の被害を最小限にとどめるとともに、早期に復旧させる 

６ 社会・経済が迅速かつ従前より強靱な姿で復興できる条件を整備する 

●事態回避に向けた現行施策の対応力について分析・評価 

（脆弱性の評価） 

●取り組むべき推進方針の策定（ハード面・ソフト面） 
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３５の「起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）」 

基本目標 
６つの事前に 

備えるべき目標 
３５の起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ） 

鈴鹿市 

該当の

有無 

Ⅰ.市民の生命

の保護が最大

限図られるこ

と 

 

Ⅱ.本市及び地

域社会の重要

な機能が致命

的な障害を受

けず維持され

ること 

 

Ⅲ.市民の財産

及び公共施設

に係る被害の

最小化が図ら

れること 

 

Ⅳ.本市の迅速

な復旧復興を

可能にするこ

と 

1 

あらゆる自然災

害に対し、直接

死を最大限防ぐ 

1-1 
大規模地震に伴う、住宅・建物・不特定多数が集まる施設等の複合的・大規

模倒壊による多数の死傷者の発生 
○ 

1-2 地震に伴う密集市街地等の大規模火災の発生による多数の死傷者の発生 ○ 

1-3 広域にわたる大規模津波による多数の死傷者の発生 ○ 

1-4 

突発的又は広域的な洪水・高潮に伴う長期的な市街地等の浸水による多数の

死傷者の発生（ため池の損壊によるものや、防災インフラの損壊・機能不全

等による洪水・高潮等に対する脆弱な防災能力の長期化に伴うものを含む） 

○ 

1-5 
大規模な土砂災害（深層崩壊、土砂・洪水氾濫、天然ダムの決壊など）等に

よる多数の死傷者の発生 
○ 

1-6 火山噴火や火山噴出物の流出等による多数の死傷者の発生 ― 

1-7 暴風雪や豪雪等に伴う多数の死傷者の発生 ― 

2 

救助・救急､医療

活動が迅速に行

われるととも

に、被災者等の

健康・避難生活

環境を確実に確

保することによ

り、関連死を最

大限防ぐ 

2-1 警察、消防等の被災等による救助・救急活動等の絶対的不足 ○ 

2-2 
医療施設及び関係者の絶対的不足・被災、支援ルートの途絶、エネルギー供

給の途絶による医療機能の麻痺 
○ 

2-3 
劣悪な避難生活環境、不十分な健康管理がもたらす、多数の被災者の健康・

心理状態の悪化による死者の発生 
○ 

2-4 
被災地での食料・飲料水・電力・燃料等、生命に関わる物資・エネルギー供

給の停止 
○ 

2-5 想定を超える大量の帰宅困難者の発生による混乱 ○ 

2-6 多数かつ長期にわたる孤立地域等の同時発生 ○ 

2-7 大規模な自然災害と感染症との同時発生 ○ 

3 

必要不可欠な行

政機能を確保す

る 

3-1 被災による司法機能、警察機能の大幅な低下による治安の悪化、社会の混乱 ○ 

3-2 首都圏での中央官庁機能の機能不全 ― 

3-3 地方行政機関の職員・施設等の被災による機能の大幅な低下 ○ 

4 

経済活動を機能

不全に陥らせな

い 

4-1 
サプライチェーンの寸断・一極集中等による企業の生産力・経営執行力低下

による国際競争力の低下 
○ 

4-2 重要な産業施設の火災、爆発に伴う有害物質等の大規模拡散・流出 ○ 

4-3 
海上輸送の機能停止による海外貿易、複数空港の同時被災による国際航空輸

送への甚大な影響 
― 

4-4 金融サービス・郵便等の機能停止による市民生活・商取引等への甚大な影響 〇 

4-5 食料等の安定供給の停滞に伴う、市民生活・社会経済活動への甚大な影響 ○ 

4-6 異常渇水等による用水供給途絶に伴う、生産活動への甚大な影響 〇 

4-7 農地・森林や生態系等の被害に伴う国土の荒廃・多面的機能の低下 〇 

5 

情報通信サービ

ス、電力等ライ

フライン、燃料

供給関連施設、

交通ネットワー

ク等の被害を最

小限にとどめる

とともに、早期

に復旧させる 

5-1 

テレビ・ラジオ放送の中断や通信インフラの障害により、インターネット・

SNS など、災害時に活用する情報サービスが機能停止し、情報の収集・伝達

ができず避難行動や救助・支援が遅れる事態 

○ 

5-2 
電力供給ネットワーク（発変電所、送配電設備）の長期間・大規模にわたる

機能の停止 
○ 

5-3 都市ガス供給・ＬＰガス等の燃料供給施設等の長期間にわたる機能の停止 ○ 

5-4 上下水道施設の長期間にわたる機能停止 ○ 

5-5 
幹線道路が分断するなど、基幹的交通ネットワークの機能停止による物流・

人流への甚大な影響 
○ 

6 

社会・経済が迅

速かつ従前より

強靱な姿で復興

できる条件を整

備する 

6-1 
自然災害後の地域のより良い復興に向けた事前復興ビジョンや地域合意の欠

如等により、復興が大幅に遅れ地域が衰退する事態 
○ 

6-2 

災害対応・復旧復興を支える人材等（専門家、コーディネーター、ボランテ

ィア、NPO、企業、労働者、地域に精通した技術者等）の不足等により復興

できなくなる事態 

○ 

6-3 大量に発生する災害廃棄物の処理の停滞により復興が大幅に遅れる事態 ○ 

6-4 
事業用地の確保、仮設住宅・仮店舗・仮事業所等の整備が進まず復興が大幅

に遅れる事態 
○ 

6-5 
貴重な文化財や環境的資産の喪失、地域コミュニティの崩壊等による有形・

無形の文化の衰退・損失 
○ 

6-6 
風評被害や信用不安、生産力の回復遅れ、大量の失業・倒産等による経済等

への甚大な影響 
〇 
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◆施策分野の設定 

「起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）」を回避するための取り組みとし

て、１２の個別施策分野と６の横断的分野を合わせて１８の施策分野を設定する。 

 

（個別施策分野）  

１）行政機能／警察・消防等／防災教育等、２）住宅・都市、３）保健医療・福祉 

４）エネルギー、５）金融、６）情報通信、７）産業構造、８）交通・物流、  

９）農林水産、１０）国土保全、１１）環境、１２）土地利用（国土利用）  

（横断的分野）  

Ａ）リスクコミュニケーション、Ｂ）人材育成、Ｃ）官民連携、Ｄ）老朽化対策、 

Ｅ）研究開発、Ｆ）デジタル活用 

 

（４）評価の実施手順 

「起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）」を回避するために、現在実施して

いる施策を特定し、また、現状を改善するための課題や、今後どのような施策が必要かに

ついて検討し、施策分野（個別施策分野、横断的分野）ごとに整理し、脆弱性を分析・評

価する。 

なお、脆弱性の分析・評価のポイントとして、次の２点が挙げられる。 

① ハード対策とソフト対策の適切な組み合わせと重点化 

大規模自然災害に対して、防災施設や道路の整備、代替施設の確保等のハード対策

と、防災訓練や防災教育等のソフト対策を適切に組み合わせて、早急に取り組んでいく

必要があり、そのためには、施策の重点化を図りつつ、計画的に施策を推進していく必

要がある。 

② 国、県、市民、民間事業者等との連携 

国土強靱化を推進していくためには、国、県、市民、民間事業者等と連携・協力して

いくことが重要である。 

 

（５）脆弱性評価の結果 

評価結果は「別表１起きてはならない最悪の事態ごとの脆弱性評価結果および取り組む

べき推進方針」のとおりである。 
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５ 取り組むべき推進方針 

 

（１）鈴鹿市の国土強靱化に向けた推進方針 

前章における脆弱性評価の結果を踏まえ、今後、鈴鹿市の国土強靱化に向け、３５の

「起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）」ごとに、ハード、ソフト両面から取

り組むべき推進方針を「別表１起きてはならない最悪の事態ごとの脆弱性評価結果および

取り組むべき推進方針」のとおり策定する。 

また、市単独で対応が困難な課題は、国や県などと議論を重ね、本市の強靱化を推進し

ていく。 

 

（２）進行管理 

計画策定後は、地域計画の取り組みを着実に推進するため、指標において記載されてい

る事業に関し、数値（現状値・目標値）を念頭に置き、リスクシナリオごとに進行管理を

実施する。 

また、本地域計画は、鈴鹿市総合計画２０３１や地域防災計画等の計画と整合・調和を図

りながら策定しており、他の計画との整合を図ることとする。 

なお、社会情況の変化や進捗管理の結果を踏まえ、必要に応じ計画内容の見直しを行うこ

ととし、その際には改めて脆弱性の評価を行い、必要な方策について明らかにする。 

 

ＰＤＣＡサイクルの概念図 
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